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1. 学術評議員会・病理専門医部会の開催について

病理学会初日（4月14日）学術プログラム終了後，標記

の集会を開催いたします。それぞれ重要な項目を準備しま

すので，各位の該当される集会に奮ってご参集ください。ご

担当の委員に短時間ご発言をお願いした後，会場にご出席

の方々と意見交換をしたく存じます。

1.学術評議員会（ご発言は学術評議員に限ります。）

18:40-19:20

⑴ 病理学会学術集会のあり方

⑵ 病理学卒前教育について

⑶ 初期臨床研修における病理研修の実状について

⑷ 医療関連死の剖検についての現状

⑸ その他

2.病理専門医部会（ご発言は病理専門医に限ります。）

19:20-20:00

⑴ 病理診断体制専門委員会の設置について

病理医の医業の開業，病理科(仮)標榜への進め方

⑵ 認定病院における精度管理について

⑶ 診療報酬改定に向けて」の現状について

⑷ その他

2. 宿題報告担当者の選考について

第95回（平成18年度）総会の宿題報告担当者について

は，12名の応募があった。平成16年12月27日の学術委員

会で審議し，投票の結果，3名を選考し，理事会に推薦した。

本件は，平成17年2月21日の理事会において，同委員会

案のとおり決定した (ABC順)。

1 落合 淳志（国立がんセンター支所臨床腫瘍病理部）

2 追手 巍 (新潟大学大学院医歯学総合研究科附属

研究施設機能制御学分野）

3 山本 哲郎 (熊本大学大学院医学薬学研究部分子病

理学分野）

3. A演説，B演説の選考について

第51回（平成17年度）秋期特別総会のA演説，B演説

については，それぞれ21題，3題の応募があった。2月21

日の学術委員会で審議し，投票の結果，10題，2題を選考

した。本件は，同日の理事会において，同委員会案のとお

り決定した。

A演説（応募順）

1.悪性リンパ腫増殖の分子機構と増殖抑制へのアプ

ローチ:近藤 英作（岡山大学大学院医歯学総合研

究科病理病態学分野）

2.変異型β-カテニンによる子宮内膜癌細胞の増殖抑

制・分化誘導機構の証明:三枝 信（北里大学医

学部病理学）

3.唾液腺腫瘍における臨床病理学的研究と新たな疾

患単位の提唱:長尾 俊孝（東京医科大学病理診断

学講座）

4.Gastrointestinal stromal tumor(GIST）の病理:

櫻井 信司（自治医科大学病理学教室）

5.慢性炎症から発症するリンパ腫発生機構の分子生

物学的研究:高桑 徹也（大阪大学大学院医学系研

究科）

6.消化管腫瘍における分離腺管の分子病理学的解析:

菅井 有（岩手医科大学医学部臨床病理部門）

7.MALTリンパ腫と AP12-MALT1キメラ遺伝子:

稲垣 宏（名古屋市立大学大学院医学研究科臨床

病態病理学・病理部）

8.癌肉腫の組織発生とその発育進展様式の分子病理:

藤井 博昭（順天堂大学医学部病理学第二講座）

9.薬物トランスポーターBCRP/ABCG2のEstrogen

による機能調節:今井 康雄（獨協医科大学人体分

子病理学）

10.細菌プロテアーゼによる血管透過性亢進と凝固誘

導作用の解析:今村 隆寿（熊本大学大学院医学薬

学研究部分子病理学分野）

B演説（応募順）

1.神経線維腫にみられる空胞状細胞の免疫組織学的

検討:服部日出雄（刈谷総合病院病理科）

2.膵外に発生する自己免疫性膵炎関連病変（IgG4関

連病変）の病理学的検討:全 陽（福井県済生

会病院病理)，中沼 安二
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4. 病理診断シリーズの演者について

第51回（平成17年度）秋期特別総会の病理診断シリー

ズの演者については，平成16年12月27日の学術委員会で

審議し，2題を選考した。本件は，平成17年2月21日の理

事会において，同委員会案のとおり決定した（ABC順）。

1 腫瘍の形質発現;異型度の違いと胃生検診断（仮

題）」;下田 忠和（国立がんセンター中央病院臨床検

査部）

2 感染症の病理診断（仮題）」;堤 寛（藤田保健

衛生大学医学部第1病理学講座）

5. 学術奨励賞の選考について

2月21日の学術奨励賞選考委員会で，第6回（平成16年

度）学術奨励賞受賞候補者を選考した。10名の応募があり，

審議し，投票の結果，6名を選考した。本件は，同日の理事

会において，同委員会案のとおり決定した (ABC順)。

1 膵腫瘍の臨床病理学および分子病理学的研究の推

進」;福嶋 敬宜（東京医科大学病理診断学講座）

2 神経細胞芽腫（NB）の病理組織学的研究，小児固形

腫瘍（NB以外）の病理・細胞の生物学的研究」;井尻

理恵子（横浜市立大学医学部医学教育学教室兼附属病

院病理部）

3 モデル動物を用いた自己免疫疾患発症機序の解析」;

石津 明洋（北海道大学大学院医学研究科分子病理学

分野）

4 乳癌リンパ節転位機序の解明」;中村 靖司（和歌山

県立医科大学大学院医学研究科人体病理学分野）

5 カロリ病モデルPCKラットの肝内胆管上皮細胞の

増殖機構の解明とその制御」;佐藤 保則（金沢大学

大学院医学系研究科形態機能病理学分野）

6 消化管外に発生するgastrointestinal stromal
 

tumorの分子病理学的解析」;山元 英崇（国立病院

機構九州がんセンター臨床検査部）

6. 病院における検体検査の受託要件の緩和（案）に対

する（社）日本病理学会としての意見」について

平成17年2月4日，厚生労働省医政局総務課より，「病

院における検体検査の受託要件の緩和（案）」への意見募集

が行われた。これに対して，2月18日，（社）日本病理学会

としての意見書をまとめ，同総務課法規係あてに提出した。

この厚生労働省の今回の措置（案）は，“病院が専門性の

高い検体検査を受託する場合に限って，「業として行ってい

ないこと」を要件とせず，「営利を目的にしないこと」及び

「病院本来の検体検査業務に支障を生じないこと」のみを要

件とする。”ものであった。

常任理事会で原案を検討し，関係者の意見を交えて最終

的に以下のとおり作成した。

病院における検体検査業務の受託要件の緩和（案）に

対する（社）日本病理学会としての意見

（社）日本病理学会

理事長 森 茂郎

日本病理学会として本件に関しての意見を述べさせてい

ただきます。

今回のご提案は貴省が，病理の医療における専門性と重

要性を強く認識され，その上にたって病理機能の充実を諮

られた施策であると認識いたしております。とくに最近は

地域の癌拠点病院における病理充実の必要性や，地域の医

療関連死問題等，全国の幅広い領域において病理の役割に

ついて理解をいただいてきており，それらの面での必要性

の理解の上で，地域における病理機能の充実をはかられて

いるものと認識いたしております。ご理解とご高配に感謝

をいたします。

日本病理学会では医療における病理の専門性を重要な課

題として認識し，昭和53年よりレベルの高い認定試験を実

施し，昨年までに2,507名の病理専門医を医療社会に送り

出してまいりました。物故会員，診断業務から引退された

会員と病理専門医をめざしている若手病理医を相殺する

と，日本の診断病理医は約2,500名でプラトーとなり，最近

では減少する傾向が危惧されております。医療に関する国

際的な観点からは，我が国の大きな特徴として病理医の数

が少ないことと，病理医の大部分が大学に集中しているこ

とが挙げられます。我が国の病理医の人口比は欧米の水準

の1/3のレベルであります。これには欧米と異なり病理医

が標榜科として認定されておらず，医業として独立して開

業する仕組みがないこと，これによって病理を専攻するた

めのインセンティブを削がれていることが影響していると

考えます。病理医の不足という問題は，我が国の医療の質

的保証という観点から，近い将来に改善しなければならな

い重要な点であります。

我が国の医療現場における病理診断については，その実

数を正確に把握することは不可能ですが，約半数が大学や

基幹病院でなされ，残り半数が衛生検査所を介して病理医

へ委託され診断されております。また，大学以外では，常

勤病理医が勤務し日本病理学会が認定している基幹病院

（認定病院）でも，病理医数は平均すると2名を切っており

ます。すなわち大部分の基幹病院では一人病理医か，不在

で大学からパートで派遣されている状況です。一人病理医

は多忙で，休暇をとったり，学会へ出席することもままな

らず，閉塞された苦しい生活を送っております。特に，大

都市を離れた地方では，病理医数が極端に少ない状況があ

り，日本病理学会としても，ネットワークをつくってお互

いに助け合うシステムを自らつくろうと努力しています
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が，現実に地域の基幹病院に勤務する病理医の多くは自分

の持ち場の責務を果たすことに精一杯という状況下にあ

り，現実にそのようなシステムを構築することは厳しいも

のがございます。

病理医は患者さんを直接診ていないという指摘があるの

ですが，病理検査は他の検査と全く異なり，最終診断をし

ているわけですので，病理医は検体を通じて診察をしてい

ると言えると思います。また最近では，病理医が患者に対

し疾患について病理所見などを述べる「病理外来」が開設

されてきており，医療における病理専門医の新たな位置づ

けがなされてきております。病院にて，常勤の病理専門医

の広告が可能になったことは，病院の機能を表示するもの

として，我々も高く評価するものであります。患者さんに

とっても，自分の病気の最終診断をする病理医が誰である

かということを知る権利がありますし，衛生検査所へ病理

検体を委託している臨床医にとっても，病理医の顔が見え

ないのはよくありません。これは病診連携そのものと考え

ております。

以上のごとく日本の病理医の現状を背景に，今回の受託

要件の緩和（案）を考えますと，小規模医療機関での病理

診断を近隣の医療機関に依頼することにより充実させ，依

頼される側には収入増となる点は利点と考えられ，可能な

部分における拠点形成・充実への支援の施策，という意味

で積極的な意義が認められ，基本的にはこの考えを支持し

発展させたいと考えます。しかし一方では，これを全国で

行うとすると，現実的ないくつかの問題点が浮かび上がっ

てまいります。

すなわち，一定の病床数及び全身麻酔での手術数に応じ

て常勤病理医を配置することが必要な我が国の現状に反

し，この「受託緩和」により，一人病理医を中心とした病

院での病理医にこれまで以上の負担がかかる場合がありう

るのではないか，という危惧です。これには本来の業務に

支障を生じない範囲内でとの縛りが存続するものの，各病

院での病理医の環境は様々で，一人病理医を更に苦境に立

たせることのなきよう，あくまでも自由意志に基づくこと

である点の，重ねての説明が必要と思います。また，今回

の病院が満たすべき基準を拝見すると，これを積極的に行

おうという意思を持つ病理部にとっては現実的に規制緩和

ではなく，規制強化となるという意見もありますので，こ

の点にもご留意願えれば幸甚に存じます。

我が国の医療の質の向上のため，病理専門医が近い将来

に病理診断を独立した標榜科として日本の医療に貢献する

ことを目指す際に，今回の受託要件の緩和（案）がマイナ

スの要因とならぬよう格別なご高配をお願いいたす次第で

あります。

(社）日本病理学会では，我が国の病理の現状を鑑み，将

来へ向けて医療の質の検証と医療の安全のために全力で対

応する所存であります。貴省におかれましては，そのため

の病理医が育成されるためのより堅固な土壌の形成に，引

き続きご尽力いただき，また病理のマンパワー不足の解消

にご支援を更にいただけますよう，お願い申し上げる次第

であります。

7. 第4回（平成14年度）海外派遣によるアメリカ，韓

国病理事情の報告について

社団法人日本病理学会海外派遣事業は，本学会会員が病

理学に関する海外の研究，教育，診療，施設・設備等の事

情視察を行う事業であり，第4回（平成14年度）の派遣を

実施した。この度，米国，韓国を訪れた松本俊治会員から

その病理事情について詳細な報告があったのでここに掲載

いたします。

アメリカ，Mayo Clinic病理視察報告書

韓国，三星医療院の病理視察も含めて

松本俊治（順天堂大学医学部病理学第一講座)

日本病理学会から海外の病理学に関する視察を要請され

たので，アメリカ，Mayo Clinicの病理を視察してきた。ま

た，韓国，三星医療院の病理はアメリカのHarvard Medi-

cal Schoolの病理を基盤にして構築されているので，三星

医療院の病理も視察してきたので，その結果も加えて報告

する。

1.アメリカ，Mayo Clinic病理視察:平成17年2月24

日から3月2日までアメリカへ行き，世界有数の病院であ

るRochesterのMayo Clinicを視察してきた。Mayo
 

ClinicはSaint Marys Hospital,Rochester Methodist
 

Hospital,Mayo Clinic(Gonda Building）の3病院と医

科大学，研究施設から成り立っており，病院とは別に建て

られている11階建てのHilton Building全体が病理で占

められていた。組織診，術中迅速病理診断，細胞診，病理

解剖はAnatomic Pathologyで行われており，年間の検体

数は，組織診13万件以上（コンサルテーション症例を含

む），術中迅速病理診断1万件以上，細胞診10万件以上，病

理解剖は300から400件であった。Anatomic Pathology

にはConsultantと呼ばれる約30名の病理医と，Fellow,

Residentが約30名所属し，Consultantは迅速当番，組織

診当番，細胞診当番などにわけて当番制をくみ，Fellow,

Resident達と日常業務をこなしていた。

術中迅速病理診断室は手術室に隣接した場所にあり，

Freezing Microtomeを使用し，凍結から組織標本の出来

上がりまでが1分以内と極めて短時間で標本を作成し診断

を行っていた。迅速診断時，病理医は手術着に着替えて診

断を行い，診断が難しい症例では手術室で外科医と討議し

ながら診断を行っていた。手術材料の切り出しは未固定の
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臓器を迅速診断室で行っており，切り出し後，組織片をホ

ルマリン液で固定していた。組織標本の作製はHilton
 

Buildingの10階，組織診断は11階で行い，手術症例の最

終診断は術後3日以内で下されていた。11階はフロアー全

体が病理医，秘書の部屋・パーツから構成され，Consultant

の部屋の扉は開かれて出入りが自由で，多数の討論用顕微

鏡があり，病理診断について病理医間で意見の交換が頻繁

に行われていた。

Unni教授の下でコンサルテーション症例の対応につい

ても視察した。Unni教授のコンサルテーション症例は年間

約3千件，約50%が骨の腫瘍性・非腫瘍性疾患で，次いで

軟部腫瘍が多いとのことであった。80%はアメリカ国内か

らのコンサルテーションで，国内のコンサルテーション依

頼医師に結果を電話で頻繁に伝えていた。骨疾患で病理診

断が難しい症例では，骨専門の放射線科医と画像診断につ

いて討議し，画像診断を参考にして病理診断を行っていた。

Unni教授と討論用の顕微鏡で多数の症例を鏡検したが，

Unni教授は専門の骨・軟部腫瘍だけではなく，その他の臓

器の疾患についても高い診断能力を有し，病理診断の殆ど

はH.E.染色の所見を正確に取り行っていた。

Mayo Clinicで感銘を受けたのは，Mayo Clinicであっ

た病理医が人体病理に対して専門職としての高い意識を持

ち生き生きとして働いていることであった。また病理医が

正確，迅速な病理診断を心がけている事も印象に残った。手

術で摘出された臓器の切り出しに関しては，日本では悪性

腫瘍は詳細な臨床・病理取り扱い規約に従って病理診断を

記載し，症例によっては腫瘍位置のマッピングも行ってい

るので，Mayo Clinicでなされている未固定の状態で必要

最小限の切り出しを術中診断室で行うのは，悪性腫瘍に関

しては導入が困難であると思われた。

2.韓国，三星医療院の病理視察:平成16年11月3日か

ら5日まで，韓国（ソウル）へ行き，三星医療院の病理を

視察してきた。三星医療院の病理医はFaculty 11名，Resi-

dent 5名からなり，病理の各分野が専門的にカバーされて

いた。年間の検体数は組織診6万件，術中迅速病理診断3千

件，細胞診7万件と多く，FacultyとResidentは週に何日

も当番に入り日常業務をこなしていた。手術室と病理部が

隣り合わせで連結し，術中迅速病理診断の結果はインター

フォンで手術室の執刀医へ直接伝えていたが，診断が難し

い症例では外科医と手術室で討議し診断を下していた。臨

床各科との症例検討カンファランスは多数開催されてお

り，乳腺，頭頸部，消化管，肺のカンファランスは毎週開

催されていた。また特別講演も適宜行われており，私にも

特別講演の依頼がきたので，血管炎の病理について病理診

断を中心に講演した。病理医の教育システムはResident制

を取っており，Residentの教育は日常業務，カンファラン

ス，特別講演によりなされ，多数の病理検体を経験するこ

とにより診断能力の高い病理医が育成されるシステムを

取っていた。

3.総括:Mayo Clinicの病理システムは非常にうまく運

用されており，この病理システムを基盤にして世界をリー

ドするMayo Clinicの人体病理の仕事が行われていると

の印象が得られた。三星医療院の病理システムは良好に機

能し病理医は充実感を持ち働いていた。問題点は，韓国で

は病理を専攻する新卒の医師は一定の割合でいるが，韓国

全体で新卒の医師数が少ないことによる病理医の不足で

あった。日本でも病理医は不足しているが，韓国に比べて

新卒の医師数は圧倒的に多いので，やりがいのある専門職

としての人体病理を病理医が伝えることにより，病理を志

す医師数は増加する可能性がMayo Clinicの視察から得

られた。

謝辞:海外派遣の機会をお与えくださいました病理学会理

事長，森茂郎教授，平成14年度国際交流委員会（委員長，

恒吉正澄教授）のメンバーの先生方に感謝いたします。施

設視察を，お引き受けくださいましたMayo Clinic,Unni

教授，三星医療院Ahn教授に深謝いたします。三星医療院

での血管炎の特別講演のための川崎病のスライドをお貸し

くださいました川崎病研究グループ（直江史郎名誉教授，東

邦大学;増田弘毅教授，秋田大学医学部病理;高橋啓助教

授，東邦大学大橋病院病理）の皆様にも御礼を申し上げま

す。

お 詫 び

会報第200号に掲載された第22回病理専門医試験

報告におきまして，同7頁表5，I型文章問題解答のな

かでI-56の正解が〇となっておりましたが，×と訂正

させていただきます。記載ミスに起因するものであり，

実際の採点にはなんの影響もありません。関係各位に

ご迷惑をおかけし，誠に申し訳ありませんでした。

病理認定医試験実施委員長 白石泰三

お知らせ

1. 皮膚病理診断研究会講演会について

会 期:平成17年4月17日（日）8:00～9:30

会 場:横浜シンポジア（産業貿易センタービル9階）

連絡先:皮膚病理診断研究会

代 表 真鍋俊明（京都大学病理学教室)

学術担当 新井栄一（埼玉医科大学病理学教室）
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